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Q1. 2 連泊の申込みをしました。この場合、各日において割引が適用されますか？ 

A1.適用されません。１滞在につき「航空券＋宿泊」パック全体の料金から 5,000 円を割引します。 

  「1 滞在」とは、往路の航空便で出発してから復路の航空便で帰着するまでの一連の旅行を指し、 

期間中に複数の宿泊施設を利用する場合も 1滞在として扱います。 

 

Q2.子どもも対象ですか？ 

A2.対象となります。ただし、年齢により宿泊料金が発生しない場合は対象外となります。 

 

Q3.どの宿泊施設が対象ですか？ 

A3.宮崎市内の宿泊施設が対象となります。 

 

Q4.対象施設はどこから確認できますか？ 

A4.空旅キャンペーンの対象施設は各社の商品ページから確認できます。 

 

Q5.何回でも利用可能ですか？ 

A5.「航空券＋宿泊」パックを別途予約する場合、再度適用可能です。 

 

Q6.キャンペーン開始前に申し込んだ予約は対象になりますか？ 

A6.対象外です。販売開始日以降にキャンペーン対象となるプランを予約する必要があります。 

 

Q7.割引とはキャッシュバック（現金給付）のことですか？ 

A7.キャッシュバック（現金給付）ではありません。 

クーポンの適用方法については各社の販売方法によります。詳しくは各航空会社のホームページを 

ご確認ください。 

 

Q8.対象の宿泊施設をビジネスで利用する場合も対象になりますか？ 

A8.対象となります。宿泊の目的は問いません。 

 

Q9.令和 9年 1月 31 日から 3連泊から 3連泊を予定しています。割引対象になりますか？ 

A9.対象になります。県の割引併用に関しては、1月 31日(日)に羽田または福岡発・宮崎到着の場合、 

翌日の 2月 1日(月)の帰着分までが対象となるため、1泊分のみ対象となります。 

 

Q10.宮崎県も同様のキャンペーンをやるそうですが、併用はできますか？ 

A10.基本的には併用可能であり、市の割引適用後に県の割引が適用されます。 

 

Q11.すべての割引が 6月 1日からの適用となりますか？ 

A11.一部航空会社の販売および適用開始日を現在調整中です。 

確定次第、宮崎市観光協会ホームページ内の特設サイトに掲載いたします。 

 

Q12.民泊も対象となりますか？ 

A12.空旅に関しては、航空会社が提供する市内宿泊パック商品のみが対象であるため、 

民泊は対象外です。  


